
 

 

 

 

業務規程第１８９条に基づく時期又は期限の暫定的な変更 

 

本機関は、平成２７年４月１日から平成２８年５月１８日までの期間におい

て、業務規程第１８９条に基づき本規程に定める時期又は期限の暫定的な変更

を行った事実及びその理由について、以下のとおり報告します。 

 

１．平成２７年度実施分 

（１）需要想定要領の改正時期 

変更前の時期又は期限：１１月上旬 

変更後の時期又は期限：経済産業省令の改正後 

変更理由等：今回の需要想定要領改正には、経済産業省令の改正を受けて実

施する内容が含まれるが、省令の改正が１１月には施行されな

い見通しのため（第３５回理事会（１１月１１日開催） 

なお、経済産業省令は平成２８年３月１１日公布、平成２８年４月６日に

需要想定要領の改正を行い、公表した。 

 

（２）連系線空容量、運用容量、マージン、計画潮流の公表時期 

変更前の時期又は期限：３月３１日（長期） 

３月１５日（年間） 

毎月２０日（月間） 

毎週木曜日（週間） 

変更後の時期又は期限：広域機関新システムへの移行等の準備ができ次第 

変更理由等：広域機関新システムの本格運用に向けた移行に伴う措置のため

（第５４回理事会（３月１５日開催）及び第５７回理事会（３

月２９日開催） 

変更対象：長期（平成３０年度から平成３７年度） 

年間（平成２８年５月から平成３０年３月） 

月間（平成２８年４月、５月） 

週間（平成２８年４月１日以降分） 

 

（３）連系線利用計画（年間・月間・週間）の更新時期 

変更前の時期又は期限：３月１５日（年間） 

毎月２０日（月間） 

別紙５ 



 

 

毎週木曜日（週間） 

変更後の時期又は期限：広域機関新システムへの移行等の準備ができ次第 

変更理由等：広域機関新システムの本格運用に向けた移行に伴う措置のため

（第５４回理事会 ３月１５日） 

変更対象：年間（平成２８年５月から平成３０年３月） 

月間（平成２８年４月、５月） 

週間（平成２８年４月１日以降分） 

 

（４）供給計画の経済産業大臣への送付時期 

変更前の時期又は期限：平成２８年３月３１日 

変更後の時期又は期限：平成２８年６月３０日 

変更理由等：経済産業省令第１９号（平成２８年３月１１日）により、平成

２８年度供給計画を取りまとめる時期について６月３０日と

なるため（第５７回理事会（３月２９日開催） 

 

（５）需給バランス評価の公表時期 

変更前の時期又は期限：平成２８年３月３１日 

変更後の時期又は期限：平成２８年６月３０日 

変更理由等：経済産業省令第１９号（平成２８年３月１１日）により、平成

２８年度供給計画を取りまとめる時期について６月３０日と

なるため（第５７回理事会（３月２９日開催）） 

 

（６）受給関連情報（年間計画）の公表時期 

変更前の時期又は期限：平成２８年３月３１日 

変更後の時期又は期限：平成２８年６月３０日 

変更理由等：経済産業省令第１９号（平成２８年３月１１日）により、平成

２８年度供給計画を取りまとめる時期について６月３０日と

なるため（第５７回理事会（３月２９日開催） 

 

２．平成２８年度実施分（平成２８年５月１８日まで） 

（１）連系線空容量、運用容量、マージン、計画潮流の公表時期 

変更前の時期又は期限：毎月２０日（月間） 

変更後の時期又は期限：広域機関システムにおける連系線利用計画機能の段

階的運用の準備が整い次第 

変更理由等：広域機関システムにおける連系線利用計画機能の段階的運用開 

始の準備が整っていないため（第６０回理事会（４月２０日開催） 



 

 

変更対象：月間（平成２８年５月、６月） 

 

（２）連系線利用計画（月間）の更新時期 

変更前の時期又は期限：毎月２０日（月間） 

変更後の時期又は期限：広域機関システムにおける連系線利用計画機能の段

階的運用の準備が整い次第 

変更理由等：広域機関システムにおける連系線利用計画機能の段階的運用開 

始の準備が整っていないため（第６０回理事会（４月２０日開催） 

変更対象：月間（平成２８年５月、６月） 

 

（３）連系線空容量、運用容量、マージン、計画潮流の公表時期 

変更前の時期又は期限：毎月２０日（月間） 

変更後の時期又は期限：広域機関システムにおける連系線利用計画機能の段

階的運用の準備が整い次第 

変更理由等：広域機関システムにおける連系線利用計画機能の段階的運用開 

始の準備が整っていないため（第６３回理事会（５月１８日開催） 

変更対象：月間（平成２８年６月、７月） 

 

（４）連系線利用計画（月間）の更新時期 

変更前の時期又は期限：毎月２０日（月間） 

変更後の時期又は期限：広域機関システムにおける連系線利用計画機能の段

階的運用の準備が整い次第 

変更理由等：広域機関システムにおける連系線利用計画機能の段階的運用開 

始の準備が整っていないため（第６３回理事会（５月１８日開催） 

変更対象：月間（平成２８年６月、７月） 

 


